
NAMURA & PARTNERS L.P.C. in association with TANAKA, OKA E IZÁ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

invite you to the seminar

ブラジル投資セミナー
―ブラジルでのビジネスを成功に導くための方策―

多くの日本企業がブラジルに子会社等の拠点を有しています。しかしながら、
多くの日本企業にとって、言語、文化、規制の違い、またいわゆる「ブラジル・リス
ク」が原因でブラジルでのビジネスは依然として困難な点が多いのが現状です。

本セミナーでは、ブラジルに進出した日系企業と多く経験を積んだ講師が、ブ
ラジルでのビジネスの始め方や運営方法、税制、輸出入、労務、環境、日系
企業が憂慮するその他の事項等、ブラジルの近年の経済状況やビジネスチャン
ス、そして法律制度の概要について概要をお話しいたします。

参加者から講師への質疑応答の時間も設けております。

講 師
関根 実 氏
東京外国語大学、Universidade de Brasilla 大学 卒業
Banco de Tokyo S.A. （現 Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ S.A.）
ヴァイスプレジデント、三菱東京UFJ銀行ブエノス・アイレス支店ジェネラルマネー
ジャー等を経て、現在ビジネスコンサルタントとして、多くの日系企業に対して、ブ
ラジルで進出支援、日常業務のアドバイスを提供している。

弁護士 岡 リカルド 高弘 先生
TANAKA,OKA E IZA 事務所 パートナー
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 卒業
会社法等のビジネス・ロー、M&A、労働法、規制関連（ANVISA 対応を含
む）、知的財産権について、アドバイスを提供している。特に、対ブラジル直接
投資のストラクチャリングを専門とする。

モデレーター
弁護士法人苗村法律事務所 弁護士 苗村 博子／同 佐藤 有紀

対 象: ブラジル市場への進出を検討されている
企業の法務担当者又は海外事業担当
者
ブラジルの子会社・グループ会社を管理
されている法務担当者及び当該地域
担当者

定 員: 30名
申込締切: 平成26年10月21日（火）

（定員になり次第締切）
言 語: 日本語・英語
日 時: 平成 26 年 10 月 30 日（木）
時 間: 15 時～17 時

(開場・受付：14 時 30 分～)
セミナー終了後、苗村法律事務所にて
懇親会を予定しております（入退場自
由）。

会 場: 堂島ビルヂング 9 階会議室

大阪市北区西天満 2-6-8

堂島ビルヂング 9 階

お申込み先：弁護士法人苗村法律事務所

セミナー事務局

電話：06-4709-1170

FAX：06-4709-0131

メール：seminar@namura-law.jp



FAX：06-4709-0131
E-mail：seminar@namura-law.jp
弁護士法人苗村法律事務所 事務局 行

必要事項をご記入の上、左記申込先まで FAX でお申
込みください。又は、E メールでのお申し込みも受け付け
ております。後日 E メールにて受講票を送らせていただき
ます。

ご参加の項目に○をご記入ください。

【  】ブラジル投資セミナー 15～17 時（受付 14 時 30 分）
【  】懇親会 17 時～18 時（入退場自由）

貴 社 名

住 所
〒

電 話 番 号 F A X 番 号

参加者氏名 所属部課名 役 職 名 e-mail アドレス

◎キャンセルの場合は、出来るだけお早めにご連絡願います。
◎参加人数が多数の場合は、1 社 1 名に変更をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
お申込み・ご照会先

弁護士法人苗村法律事務所 大阪事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満 2-6-8 堂島ビルヂング
TEL：06-4709-1170  FAX：06-4709-0131

10 月 30 日（木）開催「ブラジル投資セミナー」 参加申込書

会場案内

堂島ビルヂング ９階会議室
(大阪市北区西天満２丁目６番８号 ）

◇地下鉄御堂筋線又は京阪淀屋橋駅①番出口を上がり、 御堂筋を北

へ徒歩５分。

◇ＪＲ東西線 北新地駅から、御堂筋沿いに南下し徒歩１０分。

◇車でお越しの場合は梅田新道交差点より御堂筋を淀屋橋方面へ南下

し、ビル北側の側道を左折して頂ければ、パーキングがあります。


